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令和８年４月１日時点 

 

業務説明書（共通事項） 

【公募型・簡易公募型プロポーザル方式】 

 

１．業務の概要 

（１）主たる部分 

【土木関係建設コンサルタント業務の場合】 

設計業務等共通仕様書第１１２８条第１項に示すとおりとする。 

【地質調査業務の場合】 

地質・土質調査業務共通仕様書第１２９条第１項に示すとおりとする。 

【測量業務の場合】 

測量業務等共通仕様書第１２９条第１項に示すとおりとする。 

（２）再委託の禁止 

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 

（３）電子入札 

本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う対象業務である。

受付窓口及び受付時間は、以下のとおりである。 

１）受付窓口：業務説明書（個別）による。 

２）受付時間：土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和６３

年法律第９１号)第１条第１項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)

を除く毎日の電子入札システムの受付時間内（９時００分から１７時００分

まで）。 

（４）試行の適用 

本発注方式に適用される試行は以下のとおりとする。試行の詳細は別添１によ

る。また、業務個別に適用される試行については業務説明書（個別）によるものと

する。 

・マネジメント経験の実績を評価する試行（測量業務を除く） 

※１ 本業務説明書（共通事項）のうち、「予定管理（主任）技術者」と記載のあ

る箇所については、業種区分が「土木関係建設コンサルタント業務」の場合は

予定管理技術者、業種区分が「地質調査業務」及「測量」の場合は、予定主任

技術者とする。 

※２ 本業務説明書（共通事項）のうち、「（分任）支出負担行為担当官」と記載の

ある箇所については、本官契約の場合は支出負担行為担当官、分任官契約の場合

は分任支出負担行為担当官とする。 

※３ 本バージョンは PDF のしおり機能、及び参照先のハイパーリンクを設定してお

り、選択することにより参照先へジャンプすることができる。 
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（５）ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 

本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業等に対して、加点

を行う業務である。 

 

２．技術提案書の提出者に要求される資格要件 

（１）技術提案書の提出者 

１）基本的要件 

ア）単体企業 

a）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１

条の規定に該当しない者であること。 

b）業務説明書（個別）に記載の業種区分による関東地方整備局（港湾空港

関係を除く）における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格の

認定を受けている者であること。 

（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始

の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指

名競争）参加資格の再認定を受けていること。） 

c）関東地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受

けている期間中でないこと。 

d）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる

ものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が

継続している者でないこと。 

e）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記 ｂ）の再認定を受

けた者を除く。）でないこと。 

イ）設計共同体 

上記 ア）に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体

であって、関東地方整備局長より設計共同体としての競争参加資格者の資

格の認定を受けているものであること。設計共同体による参加の可否及び

詳細は業務説明書（個別）による。 

設計共同体による参加を認める場合において、「建設コンサルタント業

務等における共同設計方式の取扱いについて」（令和６年５月９日付け国

会公契第１号、国官技第４６号、国営管第４８号、国営計第１３号、国営

整第１４号、国港総第２７号、国港技第９号、国北予第２号）の７の設計

共同体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いにおける申請期限

の特例については、技術提案書の提出期限の日とする。 

２）資本関係又は人的関係 

技術提案書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する
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関係がないこと。 

ア）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

a）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定

する子会社をいう。ｂ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２

に規定する親会社等をいう。ｂ）において同じ）の関係にある場合 

b）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ）人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但しａ）については、会社等（会

社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定

する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生

会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する

更生会社をいう。）である場合を除く。 

a）一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役

員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員

を現に兼ねている場合 

i．株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

① 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社

における監査等委員である取締役 

② 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社にお

ける取締役 

③ 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

④ 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある

場合により業務を遂行しないこととされている取締役 

ii．会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

iii．会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会

社又は合同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定す

る定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされ

ている社員を除く。） 

iv．組合の理事 

v．その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ず

る者 

b）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は

会社更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に

「管財人」という。）を現に兼ねている場合 

c）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している

場合その他上記ア）又はイ）と同視しうる資本関係又は人的関係があると
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認められる場合。 

３）業務実績 

「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した同種又は類似業務において、

平成２８年度以降公示日までに完了した１件以上の実績を有していなければな

らない。 

「国・特殊法人・地方公共団体等」とは、国、特殊法人（注１）、地方公共団体
（注２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）、又は大規模な土木工事を行う公益民間

企業(注５)とする。(以下「国・特殊法人・地方公共団体等」という。) 

（上記 注１から注５については巻末に記載する。） 

但し、以下の業務は実績として認められない。 

ア）同種又は類似の実績として確認できない業務 

・一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム」（以

下「テクリス」という。））に登録されているが、「業務概要」、「業

務キーワード」、「業務分野」の内容で同種又は類似の実績として確認

できない業務。 

・４．（２）３）により、業務実績を証明するために添付した書類におい

て同種又は類似の実績として確認できない業務。 

イ）再委託による業務 

ウ）国土交通省発注業務のうち国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）に

おける「役務の提供等」に認定されていることを競争参加資格とした業務。 

但し、国土交通省大臣官房技術調査課、都市局、水管理・国土保全局又は

道路局発注業務でテクリスに登録されている業務若しくは土木関係建設コ

ンサルタント業務と同等と認められる業務は除く。 

エ）業務成績評定（注６）のうち、業務評定点が６０点未満の業務 

なお、国交省等（注７）発注業務において以下の場合は業務評定点が６５点

未満の業務とする。 

・平成２０年６月１６日以降公示した業務で低入札価格調査を経て契約

を行った業務。 

・平成２１年２月１６日以降公示した予定価格が１００万円を超えて

１，０００万円以下の業務のうち、その落札価格が予定価格に１０分

の７を乗じて得た額を下回る価格で契約を行った業務。 

・平成２５年１０月１日以降公示した予定価格が１００万円を超えて

１，０００万円以下の業務のうち、その落札価格が品質確保基準価格

を下回る価格で契約を行った業務。 

但し、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２０年９月２６日

付け国官技第１２６号）、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成

２３年３月２８日付け国官技第３６０号）、「地方整備局委託業務等成績

評定要領」（平成３０年１月４日付け国官技第１８７号）、及びこれらと

同等の成績評定要領（注８）（以下、「地整成績評定要領等」という。）に基

づく業務成績評定以外の業務は、この限りではない。 
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（上記 注６から注８については巻末に記載する。） 

４）業務成績 

令和５年度以降令和６年度末までに完了した業務のうち、国交省等発注業務

における本業務の業種区分の平均業務評定点が６０点以上であること。 

但し、国交省等発注業務の実績（１００万円を超える業務）がない場合は、

この限りではない。 

【測量の場合】 

５）測量業者登録 

測量法第５５条に基づく測量業者登録を受けていること。 

（２）配置予定技術者に対する要件 

■管理（主任）技術者 

管理（主任）技術者については以下の１）から４）に示す条件を満たす者である

こととする。 

なお、申請書に記載する管理（主任）技術者の氏名に旧氏 （旧姓）を利用する場

合、旧氏及び戸籍上の氏名が記載された次のいずれかの証明書を添付すること。 

・公的な証明書  

・証明書（任意書式（会社の代表者の確認を得たもの）） 

１）業務説明書（個別）に記載のいずれかの資格を有する者。 

２）平成２８年度以降公示日までに完了した以下のいずれかの実績を有する者。 

※上記の期間（以下「評価対象期間」という。）に、産前・産後休業、育児休

業及び介護休業（以下「長期休業」という。）を取得した場合は、評価対象

期間を１年単位で延長する申請を行うことができ、長期休業期間が１年に満

たない場合は、１年として切り上げて期間を延長することができる。なお、

長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が１ヶ年を超える毎

に評価対象期間を１年単位で延長することができる。詳細は別添２による。 

（産前・産後休業とは「労働基準法」第６５条で規定する休業とし、育児休

業及び介護休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律」で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は

対象外とする。） 

【管理（主任）・担当技術者として従事した業務を業務実績とする場合】  

「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務において業務説明書（個

別）に記載する「同種又は類似業務」の実績を１件以上有する者。 

但し、以下の業務は実績として認めない。 

ア）（１）３）ア）による。 

イ）（１）３）イ）による。 

ウ）（１）３）ウ）による。 

エ）（１）３）エ）による。 

オ）テクリス登録されている業務で、管理（主任）技術者又は担当技術者

として登録されていない業務 

カ）テクリス登録されていない業務で、管理（主任）技術者又は担当技術
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者と同等と認められない業務 

【海外インフラプロジェクトに従事した経験を業務実績とする場合】 

業務説明書（個別）に示した同種又は類似業務において、「海外インフラプ

ロジェクト技術者認定・表彰制度」（以下、「海外認定・表彰制度」という。

https://www.mlit.go.jp/kokusai/kokusai_tk3_000198.html を参照。）により実

績認定を受けている者であること。 

【マネジメントした実務経験を業務実績とする場合】 

業務説明書（個別）に示した同種又は類似業務の成果を以下の立場でマネジ

メントした実務経験を有する者。 

・建設コンサルタント登録規程(S52.4.15 付け建設省告示第７１７号)第

３条の一に該当する業務説明書（個別）に記載する部門の技術管理

者。 

・地質調査業者登録規程(S52.4.15 付け建設省告示第７１８号)第３条の

一に該当する技術管理者。 

・地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領(H11.4.1 付け建設省

厚契第３１号)第６に該当する主任調査員相当以上の者。 

・関東地方整備局発注の事業促進ＰＰＰ業務(注９)の管理技術者。ただし、

指導実績証明書の発行を受けているものに限る。 

【研究実績を業務実績とする場合】 

業務説明書（個別）による研究実績を有し、博士又はそれと同等の学位を有

する者。 

３）手持ち業務量の制限 

手持ち業務量の制限は、管理（主任）技術者又は担当技術者となっている「国

・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額５００万円以上の業務（本

業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約の

ものを含む。）を対象とし、その契約額の合計が公示日時点において５億円未

満かつ契約件数の合計が１０件未満であることを標準とする。 

担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとす

る。 

手持ち業務のうち、国土交通省所管(注１０)に係る建設コンサルタント業務等

において、調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち

業務量の契約金額の合計を２．５億円に、契約件数の合計を５件に読み替える

ものとする。 

複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額に

ついては以下のとおり業務金額を算出するものとする。 

・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年

度の履行月数を乗じた金額とする。 

・ 設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗

じた金額（分担した業務の金額）とする。 

（上記 注９、注１０については巻末に記載する。） 
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【手持ち業務量が超過した場合】 

本業務の公示日以降契約締結日まで及び履行期間中は管理（主任）技術者の

手持ち業務量（本業務を含まない）が契約金額で５億円又は契約件数で１０件

以上となった場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、

業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該管理（主

任）技術者を、以下のア）からエ）までのすべての要件を満たす技術者に交代

させる等の措置を請求する場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっ

ても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。 

ア）当該管理（主任）技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

イ）当該管理（主任）技術者と同等の技術者資格を有する者 

ウ）業務成績において、当該管理（主任）技術者と同等以上の評価区分となる者 

エ）手持ち業務量が当該業務の業務説明書又は特記仕様書において設定してい

る管理（主任）技術者の手持ち業務量の制限未満の者 

４）業務成績 

令和３年度以降令和６年度末までに完了した業務について、担当した国交省

等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務

及び港湾空港関係を除く）の平均技術者評定点が６０点以上であること。（た

だし、「地整成績評定要領等」に基づく業務成績評定以外の業務は、この限り

ではない。） 

また、上記 ２）※による申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価

対象期間の延長を行うものである。 

なお、平均技術者評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者又は

担当技術者である業務を対象に算出する。 

但し、国交省等発注業務の実績（１００万円を超える業務）がない場合は、

この限りではない。 

■照査技術者 

照査技術者の配置の有無については、業務説明書（個別）による。照査技術者を

配置する場合については以下の５）から７）に示す条件を満たす者であることとす

る。 

なお、申請書に記載する照査技術者の氏名に旧氏（旧姓）を利用する場合、旧氏 

及び戸籍上の氏名が記載された次のいずれかの証明書を添付すること。 

 ・公的な証明書 

 ・証明書（任意書式（会社の代表者の確認を得たもの）） 

５）業務説明書（個別）に記載のいずれかの資格を有する者。 

６）平成２８年度以降公示日までに完了した以下の実績を有する者。 

また、上記 ２）※による申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価

対象期間の延長を行うものである。 

 

【管理（主任）・担当技術者・照査技術者として従事した業務を業務実績とする

場合】 
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「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務において業務説明書（個

別）に記載する「同種又は類似業務」の実績を１件以上有する者。 

但し、上記 ２）ア）からエ）の業務は実績として認めない。 

オ）テクリス登録されている業務で、管理（主任）技術者、担当技術者又

は照査技術者として登録されていない業務 

カ）テクリス登録されていない業務で、管理（主任）技術者、担当技術者

又は照査技術者と同等と認められない業務 

７）業務成績 

令和３年度以降令和６年度末までに完了した業務について、担当した国交省

等発注業務（建築関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務

及び港湾空港関係を除く）の平均技術者評定点が６０点以上であること。（た

だし、「地整成績評定要領等」に基づく業務成績評定以外の業務は、この限り

ではない。） 

また、上記 ２）※による申請が行われた場合は、申請内容に基づいて評価

対象期間の延長を行うものである。 

なお、平均技術者評定点は職務上従事した立場が、管理（主任）技術者、担

当技術者又は照査技術者である業務を対象に算出する。 

但し、国交省等発注業務の実績（１００万円を超える業務）がない場合は、

この限りではない。 

【外国資格に基づく有資格者認定の申請があった場合】 

外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場

が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、

あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との旧建設大臣認定（建設経済局建設振興

課）又は国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課又は建設市場整備課）を受けて

いる必要がある。なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合

にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認

定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには選定通知

の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 

（３）業務実施体制 

業務実施体制については、業務説明書（個別）によるほか、下記のとおりとする。 

１）１社単独で業務を実施する場合 

・１社単独により業務を実施する場合には、その旨を記載すること。 

・他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力

を受けて業務を実施する場合は、再委託の具体的内容を記載するとともに、再

委託先又は協力先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。 

２）設計共同体で業務を実施する場合 

・設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要

以上に細分化しないこと。 

・設計共同体により業務を実施する場合、設計共同体の構成員である旨を記載

するとともに企業名等を記載すること。 
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・代表者はその旨を記載すること。 

・管理（主任）技術者は、設計共同体の代表者が配置すること。 

・各構成員は実施する分担業務に応じて、1 名以上の担当技術者を配置すること。 

・各構成員が実施する分担業務に照査が必要となる場合には、当該分担業務を

実施する各構成員が照査技術者を配置すること。 

・一つの分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。 

・他の企業等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力

を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとと

もに、再委託先又は協力先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。 

（４）簡易参加表明書の提出 

参加表明者（企業）、管理（主任）技術者の経験及び能力を確認する資料（様式

１～５）を基に、各項目において想定される評価ウエイトを記載した資料（簡易

参加表明書）を提出すること。なお、参加表明者（企業）、管理（主任）技術者の

経験及び能力を確認する資料（様式１～５）と簡易参加表明書の評価結果が異な

る場合、簡易参加表明書の評価点を上限とし、発注者による審査の結果をもって

評価点とする。簡易参加表明書が未記載の場合、もしくは未提出の場合には、参

加表明書を無効とする。 

 

３．技術提案書の提出者を選定するための基準 

（１）選定基準 

業務説明書（個別）によるほか、（２）に示す評価項目の判断基準による。 

（２）評価項目の判断基準 

１）業務成績 

ア）国交省等（注７）発注の実績を業務成績とする場合 

a）「専門技術力・業務成績」として、表 １に示す業務成績評定を評価す

る。 

b）テクリスに登録されている業務成績評定により評価を行うものとし、表 

１中の「業種区分」については、テクリスにおける「主な業務の内容」

に登録されている内容より、表 ２に従って読み替えを行う。 

c）完了時に通知された業務成績評定から、遡及による成績の減点又は取り

消しがあった場合でも、発注者による評価時点でテクリスに登録されて

いる業務成績評定を用いて評価する。 

d）配置予定技術者においては、職務上従事した立場が管理(主任)技術者又

は担当技術者（注８）であるものを対象とする。 

e）設計共同体の構成員として受注した業務の実績も含む。 
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表 １：業務成績の対象（試行を除く） 

 
「専門技術力・業務成績」の評価項目 

参加表明者 配置予定技術者 

評
価
対
象
業
務
成
績
評
定 

発注機関 国交省等注７の「地整成績評定要領等」を採用する発注機関注８ 

期間 

以下に示す期間内に完了した全ての業務 

令和５年度以降令和６年度末 
令和３年度以降令和６年度末（別

添２延長対象） 

業種区分 発注業務の業種区分のみ 
土木関係建設コンサルタント業

務、測量及び地質調査業務の全て 

評価対象 業務評定点の平均 技術者評定点の平均 
 

表 ２：テクリス登録情報から業種区分への読み替え対照表 

テクリスに登録されている 

「主な業務の内容」 
業務成績対象の業種区分 

調査設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 

地質調査業務 地質調査業務 

補償コンサルタント業務 ＜対象外＞ 

測量業務 測量 

発注者支援業務等 ＜対象外＞ 

その他 ＜対象外＞ 

解説：例として、業種区分が土木関係建設コンサルタント業務として発注

された発注者支援業務が、テクリスの「主な業務の内容」で発注者支援

業務として完了登録されている実績は、新規に土木関係建設コンサルタ

ント業務で発注する業務の業務成績の評価対象とならない。 

イ）各種試行により業務成績とする場合 

別添１及び業務説明書（個別）による。 

配置予定技術者は別添２「長期休業に伴う技術者実績等の評価期間」の対

象とする。 

２）優良表彰 

ア）優良業務表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合 

a）「専門技術力・優良表彰」として、表 ３に示す優良表彰を評価する。 

b）業務の成果又は管理等が優れていたことにより、発注機関より表彰され

たものを対象とし、災害関連の感謝状の類いを除く。 

c）配置予定管理（主任）技術者においては、表彰を受けた業務において、

職務上従事した立場が管理(主任)技術者又は担当技術者注８であること。 

d）設計共同体の構成員として受注した業務により表彰を受けた経験も、単
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体企業の場合と同様に扱う。 

e）国土技術政策総合研究所長又は国土地理院長より受けた優良表彰は、局

長より受けたものと同様に扱う。  

表 ３：優良表彰の対象 

 
「専門技術力・優良表彰」の評価項目 

参加表明者 配置予定管理(主任)技術者 

評
価
対
象
優
良
表
彰 

発注機関 国交省等注７ 

期間 

以下に示す期間内に完了した業務 

令和５年度以降令和６年度末 
令和３年度以降令和６年度末（別

添２延長対象） 

業種区分 発注業務の業種区分 

表彰種別 優良業務表彰 
優秀技術者表彰又は優良業務表

彰 

 

イ）インフラ分野の DX に係る取組を優良表彰とする場合 

a)「専門技術力・優良表彰」として、表 ４に示すインフラ DX 対象及

び関東インフラ DX 大賞を評価する。 

表 ４：インフラ分野の DX に係る表彰の対象 

 
「専門技術力・優良表彰」の評価項目 

（参加表明者のみ） 

評
価
対
象 

大
臣
表
彰
等 

期間 令和５年度以降令和６年度末までに完了した業務 

業種区分 全業種区分 

表彰種別 

インフラ DX 大賞（工事・業務分野における国土交通大臣

賞、優秀賞）または、関東インフラ DX 大賞（局長表彰、事

務所長表彰） 

ウ) 大臣表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合 

a）海外認定・表彰制度により、海外インフラプロジェクト優秀技術者表彰

（以下、「大臣表彰等」という。）を受けた技術者を配置予定の管理（主

任）技術者とする場合に評価を行う。 

b) 評価対象の表彰は、表  ５による。 
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表 ５：大臣表彰等の対象 

 
「専門技術力・優良表彰」の評価項目 

（管理（主任）技術者のみ） 

評
価
対
象 

大
臣
表
彰
等 

期間 
令和３年度以降令和６年度末までに完了した業務（別添２

延長対象） 

業種区分 発注業務の業種区分 

表彰種別 
海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞又

は国土交通大臣奨励賞 

エ）事業促進ＰＰＰ業務の実績を優良表彰の試行評価とする場合 

a)事業促進ＰＰＰ業務を管理技術者又は主任技術者で従事した実績を持つ

技術者を、配置予定の管理（主任）技術者とする場合に、管理（主任）技

術者の「専門技術力・優良表彰」において試行的に評価を行う。 

b)参加表明書に記載された実績が、テクリスに登録されている実績の登録

内容が表 ６の各項目に全て当てはまる場合に評価する。 

表 ６：事業促進ＰＰＰ業務の実績を評価する対象 

 テクリス登録内容 

テ
ク
リ
ス
登
録
の
項
目 

発注機関名 国交省等注７ 

完了年月日 
令和３年度以降公示日までに完了した業務（別添２延

長対象） 

主な業務内容 発注業務の業種区分（表 ２に従って読み替えを行う） 

業務キーワード 「ＰＰＰ（官民連携）」又は「事業促進ＰＰＰ」 

総合評定点 

実績の業務評定点が、発注業務の業種区分における業

務成績評価区分の①から③の範囲内であること。 

複数の実績がある場合は、平均点を採用する。 

オ）若手・女性技術者の活躍を評価する場合 

a)関東地方整備局発注業務（港湾空港関係を除く）で、若手・女性技術者奨

励賞を事務所長等より受けた技術者を、配置予定の管理（主任）技術者と

する場合に、管理（主任）技術者の「専門技術力・優良表彰」において評

価を行う。 

b)評価対象の表彰は、表 ７による。 
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表 ７：若手・女性技術者の活躍に係る評価の対象 

 
「専門技術力・優良表彰」の評価項目 

（管理（主任）技術者のみ） 

評
価
対
象
表
彰 

発注機関 関東地方整備局（港湾空港関係を除く） 

期間 
令和３年度以降令和６年度末までに完了した業務（別添２

延長対象） 

業種区分 発注業務の業種区分 

表彰種別 若手・女性技術者奨励賞 

 

３）ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準 

a)ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定を受けている場合に評価

（加点）を行う。 

b)評価対象の認定は、表 ８の通りとする。 

なお、技術提案書の提出者を選定する際には数値化しない。 

表 ８：ワーク・ライフ・バランス等推進企業に係る評価の対象 

評価項目 評価基準 配点 

ワーク・ライフ

・バランス等

推進企業の 

評価 

次に掲げるいずれかの認定を受けていること。 

○女性活躍推進法に基づく認定等※１ 

・プラチナえるぼし、えるぼし認定企業等 

○次世代法に基づく認定※２ 

・プラチナくるみん、くるみん（令和４年４月１日

以降の基準）認定企業 

・くるみん（平成２９年４月１日～令和４年３月３

１日までの基準）認定企業 

・トライくるみん、くるみん（平成２９年３月３１

日までの基準）認定企業 

○若者雇用促進法に基づく認定※３ 

・ユースエール認定企業 

０．５点 

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）

第９条若しくは第 12 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業

（労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）をいう。（同法第８

条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定・届出のみの企業については本取

組の加点の対象としない。） 

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条又は第 15 

条の２の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第 15 条の

規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 
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４．参加表明書の留意事項 

（１）作成方法 

電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意するこ

と。 

１）配布された様式（様式－１～様式－５及び簡易参加表明書）を基に作成を行う

ものとし、文字サイズは 10 ポイント以上、提出時は PDF ファイル形式に限る。な

お、電子データを提出する際は、ウィルス対策を実施した上で提出すること。 

２）申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ（２つ以上のファイルは認めない。

また、複数のファイルを圧縮ファイルにすることにより１つのファイルにするこ

とは認めない。）、契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み

本文に貼り付け､ファイル容量の合計は１０ＭＢ以内に収め、電子入札システムの

技術資料等アップロードシステムを用いて電子データを登録し、電子入札システ

ムから登録結果データを送付すること。但し、圧縮することにより１０ＭＢ以内

に収まる場合は、ZIP 形式又は LZH 形式により圧縮（自己解凍形式は除く。）し

て送付することを認める。 

３）参加表明書表紙の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので、不要

である。 

４）印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、提出された参加

表明書の印刷はグレースケールで行う。 

（２）添付資料 

１）技術者資格 

配置予定技術者の保有資格を証明する資格者証等の写しを添付すること。 

２）ＣＰＤの取得状況 

ＣＰＤの取得状況に関して、以下の資料を添付すること。 

【土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務の場合】 

・配置予定の管理（主任）技術者及び照査技術者が継続教育（ＣＰＤ）の

登録証明書等を有している場合、その内容を様式－３及び様式－４（照

査技術者を配置する場合）に記載するとともに、建設系ＣＰＤ協議会の

各構成団体が発行する継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書の写しを添付す

ること。登録証明書の写しの添付がない場合及びインターネットでの検

索結果の写しのみを添付した場合は加点しない。 

・ＣＰＤ単位取得の証明は、本業務の公示日から過去１年以内又は公示日以

降に発行されたものであり、公示日から過去１年以内に証明期間の一部が

含まれていること。評価にあたっては、年単位で評価することとし、証明

期間に端数がある場合は、切り上げるものとする。なお、証明期間とは、

証明書に記載されている「取得期間」、「証明期間」であり、受講した日

付より算出するものではない。 

【測量の場合】 

・配置予定の主任技術者が継続教育（ＣＰＤ）の登録証明書等を有してい
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る場合、その内容を様式－３に記載するとともに、建設系ＣＰＤ協議会

の各構成団体若しくは測量系ＣＰＤ協議会が発行する継続教育（ＣＰ

Ｄ）の登録証明書の写しを添付すること。登録証明書の写しの添付がな

い場合及びインターネットでの検索結果の写しのみを添付した場合は加

点しない。 

・ＣＰＤ単位取得の証明は、本業務の公示日から過去１年以内又は公示日以

降に発行されたものであり、公示日から過去１年以内に証明期間の一部が

含まれていること。評価にあたっては、年単位で評価することとし、証明

期間に端数がある場合は、切り上げるものとする。なお、証明期間とは、

証明書に記載されている「取得期間」、「証明期間」であり、受講した日

付より算出するものではない。 

３）業務実績 

ア）同種又は類似業務の実績を業務実績とする場合 

業務実績に関して以下の資料を添付すること。 

・同種又は類似の実績として記載した業務が、テクリスに登録されており、

「業務概要」、「業務キーワード」、「業務分野」の内容において、同

種又は類似の実績として確認できる場合は、資料を添付する必要はない

が、テクリスに登録されている内容だけでは、同種又は類似の実績とし

て確認できない場合には、発注者が作成した仕様書等の該当部分の写し

を添付すること。 

・業務説明書（個別）で複数の業務実績を求めているが、１件の実績での

証明でなくてもよいとしている場合は、記載出来る実績は最大で２件ま

でとし、これを超える実績の件数を記載した場合は、全ての記載された

実績は、同種又は類似の実績として認めない。 

・２．（２）２）カ）でいうテクリスに登録されていない業務の場合は、

その業務を担当した事及び業務内容が同種又は類似にあたることを確

認できる書類（契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当

部分の写し）を添付すること。 

・同種又は類似の実績として記載した業務が、国交省等（注７）発注業務の場

合は、業務成績評定を確認できる書類（委託業務等成績評定通知、業務

成績確認書等の写し）を添付すること。 

イ）海外認定・表彰制度による実績認定を業務実績とする場合 

配置予定の管理（主任）技術者の業務実績として、参加表明書に以下の資

料を添付すること。 

・当該実績認定業務がテクリスに登録されており、「業務概要」、「業務

キーワード」、「業務分野」の内容において、同種又は類似の実績とし

て確認できる場合は、資料を添付する必要はないが、テクリスに登録さ

れている内容だけでは、同種又は類似の実績として確認できない場合に

は、発注者が作成した仕様書等の該当部分の写しを添付すること。 
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・また、テクリスに登録されていない場合は、国土交通省が発行する海外

認定・表彰制度の認定証（以下「認定証」という。）の写し、及び業務

内容が同種又は類似にあたることを確認できる書類（契約書、業務計画

書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写し）を添付すること。な

お、確認のための書類が外国語で記載されている場合は、同種又は類似

を確認出来る箇所の和訳を添付すること。 

・認定証が実績認定申請を行った企業等に未達の場合等、競争参加者が認

定証の写しを提出できない場合は、国土交通省が認定対象を当該企業等

に通知した文書の写しをもってそれに代えることができる。 

ウ）マネジメントした実務経験を業務実績とする場合 

配置予定の管理（主任）技術者の業務実績として、同種又は類似業務の成

果をマネジメントした実務経験を業務実績とする場合は、マネジメントした

実務経験を証明する資料を添付すること。詳細は「マネジメント経験の実績

を評価する試行」３．に示す添付資料を参照。 

４）業務成績 

ア）国交省等発注の実績を業務成績とする場合 

テクリスの業務成績評定で評価するため、資料の添付は不要である。 

ただし、配置予定技術者の業務成績評定のうち、設計共同体での業務実績

がある場合は、業務成績評定を確認できる書類（委託業務等成績評定通知、

業務成績確認書等の写し）を添付すること。 

イ）各種試行により業務成績とする場合 

別添１及び業務説明書（個別）による。 

５）優良表彰 

ア）優良業務表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合 

優秀技術者表彰又は優良業務表彰等の表彰の実績が関東地方整備局発注

業務以外の場合は、表彰状等の写しを添付すること。なお、添付がない場合

は加点しない。 

イ）大臣表彰等を受けた経験を優良表彰とする場合 

大臣表彰等について、参加表明書に以下の資料を添付すること。 

・国土交通省が発行する当該大臣表彰等の表彰状（以下「表彰状」という）

の写しを添付すること。 

・ただし、海外認定・表彰制度を配置予定の管理（主任）技術者の「専門

技術力・優良表彰」のみに利用する場合は、当該業務のテクリスにおけ

る「業務概要」、「業務キーワード」、「業務分野」の内容により本業

務と同一の業種区分であることを確認するが、テクリスに登録していな

い場合、又は登録されている内容だけではそれが確認できない場合は、

同一の業種区分であることを確認出来る書類（契約書、業務計画書、特

記仕様書、業務報告書等の該当部分の写し）の写しを添付すること。な

お、確認のための書類が外国語で記載されている場合は、同一の業種区

分であることを確認出来る箇所の和訳を添付すること。 
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・表彰状が表彰応募を行った企業等に未達の場合等、競争参加者が表彰状

の写しを提出できない場合は、国土交通省が表彰対象を当該企業等に通

知した文書の写しをもってそれに代えることができる。 

ウ）事業促進ＰＰＰ業務の実績を優良表彰の試行評価とする場合 

様式－３⑧に事業促進ＰＰＰ業務の実績を記載した場合は、当該実績で従

事した立場を確認できる書類（業務計画書等）の写しを添付すること。 

     エ）若手・女性技術者の活躍を評価する場合 

・若手・女性技術者奨励賞は、発注者が確認を行うため表彰状等の写しの添

付は不要である。 

６）ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 

本評価項目で加点を希望する入札参加者は、参加表明書とともに対象となる認

定に係る認定書の写しを提出すること。 

 

（３）提出期限、提出場所及び提出方法 

   業務説明書（個別）による。 

 

５．選定・非選定通知 

（１）参加表明書を提出した者のうち、技術点が高いものから技術提案書の提出者とし

て以下のとおり選定する。 

・参加表明者が１０者以上の場合：５～７者程度 

・参加表明者が１０者未満の場合：３～５者程度 

但し、同評価の提出者が５者又は７者を超えて存在する場合はこの限りではな

い。選定した者には、電子入札システムにより通知する。また、選定されなかった

者に対しては、その旨と理由（非選定理由）を同じく電子入札システムにより通知

する。 

選定通知の日は業務説明書（個別）による。 

（２）上記（１）の非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して簡易型

は５日、公募型は７日（休日を含まない。）以内に、電子入札システムにより（分

任）支出負担行為担当官に対して非選定理由について説明を求めることができる。

また、書面により通知を受けたものは、書面（様式は自由）を郵送等（電子入札シ

ステムでの提出期限までに必着とする。）することにより、（分任）支出負担行為

担当官に対して非選定理由について説明を求めることができる。 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して簡易

型は５日、公募型は１０日（休日を含む。）以内に電子入札システムにより行う。

但し、書面により提出されたものに対しては、電子メールにより行う。 

（４）非選定理由の説明請求の受付場所、受付時間は業務説明書（個別）による。 

 

６．技術提案書を特定するための基準 

３．（２）によるほか、業務説明書（個別）による。 
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７．技術提案書の留意事項 

（１）基本事項 

１）技術提案書の無効 

本業務説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書、又はこの

書面及び別添の書式に示された条件に適合しない技術提案書については、提案を

無効とする場合があるので注意すること。 

２）実施方針・実施フロー・工程計画その他 

本業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたって

は、Ａ４判１枚以内で簡潔に記載すること。Ａ４判１枚を超えて記載した場合は、

技術提案書を無効とする。 

工程計画は、業務説明書（個別）１．（８）履行期間にある予定履行期間内で

記載すること。 

その他については、当該業務の履行にあたり、有益と考えられる代替案の提案

や重要だと考える指摘事項を記載すること。なお、代替案の提案を要求しない場

合については、重要だと考える指摘事項を複数記載すること。 

文字サイズは 10 ポイント以上とすること（概念図、出典の明示出来る図表、既

往成果等は除く）。 

３）特定テーマ 

業務説明書（個別）に示した、特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記

載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、

現地写真を用いてよいが、個人名及び本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を

用いることは認めない。 

提案内容を裏付ける類似実績の明示にあたっては、実績が特定できるように以

下の①～③いずれかを記載するものとする。 

① TECRIS 番号 

② 業務件名・発注機関名・発注時期・業務内容 

③ 研究論文名・発表機関名・発表時期・研究内容 

ただし、①～③いずれについても、類似実績であることが分かるように明記す

るものとする。 

なお、実績の明示があっても、提案内容そのものが採用できない場合には実績

がその提案内容を裏付けるものとなっていないものとして扱う。 

記載にあたっては、１テーマ、Ａ４判１枚に記載すること。Ａ４判１枚を超え

て記載した場合は、技術提案書を無効とする。 

文字サイズは 10 ポイント以上とすること（概念図、出典の明示出来る図表、既

往成果等は除く）。 

４）参考見積 

業務規模を確認するため、参考見積を添付すること。なお、様式については任

意とする。 

（２）作成方法 

配布された様式（様式－７～９）を基に作成を行うものとし、文字サイズ、ファ
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イル形式、ファイル容量等の基本的事項については、参加表明書の作成方法による。

なお、提出された技術提案書の印刷はグレースケールで行う。 

（３）技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

４．（１）２）及び３）（ただし、「参加表明書」を「技術提案書」に読み替え

る）によるもののほか、業務説明書（個別）による。 

 

８．既存資料の閲覧 

   業務説明書（個別）による。 

 

９．ヒアリング 

   業務説明書（個別）による。 

 

１０．特定・非特定通知 

（１）技術提案書を提出した者の中から、技術評価点が最上位の者を１者特定する。特

定した者には、電子入札システムにより通知する。また、特定されなかった者に対

しては、その旨と理由（非特定理由）を同じく電子入札システムにより通知する。 

なお、技術評価点が最上位である者が２者以上あるときは、該当者のうち以下

の順で技術点が最上位の者を１者特定する。 

① 特定テーマに関する技術提案 

② 実施方針・実施フロー・工程計画・その他 

③ 管理（主任）技術者の専門技術力（業務成績） 

（２）非特定の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含ま

ない。）以内に、電子入札システムにより（分任）支出負担行為担当官に対して非

特定理由について説明を求めることができる。受付窓口及び受付時間は、業務説明

書（個別）による。 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０

日以内（休日を含む。）に電子入札システムにより行う。 

 

１１．業務説明書の内容についての質問の受付及び回答 

（１）質問は電子入札システムにより行うものとする。 

（２）電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に参加者名（過去に

受注した具体的な業務名等の記載により、参加者名が類推される場合も含む。）を

記載しないこと。このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術

提案書を無効とすることがある。 

 （３）質問については、「参加表明書」・「技術提案書」のいずれに係るものかがわか

るよう記載すること。 

（３）電子入札システムによる受付期間等については業務説明書（個別）による。 

（４）質問に対する回答は、以下の１）に示す期間内に電子入札システムにより行う。 

１）質問に対する最終回答期限 

ア）参加表明書に係る質問に対する最終回答期限：参加表明書提出期限日の２
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日前（休日を除く）まで 

イ）技術提案書に係る質問に対する最終回答期限：質問の受付期間の最終日の

翌日から５日間以内 

 

１２．契約書作成の要否等 

（１）契約書の作成 

本件は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務であ

る。 

（２）債権譲渡条項適用に係る手続き 

業務説明書（個別）により本項の適用の記載がある場合において、別冊契約書案

における第５条第３項及び第４項の使用を希望する場合は、落札決定（予定を含

む。）後に以下の手続きを取るものとする。 

１）落札（予定）者は契約を締結するに当たり、落札決定（予定を含む。）の日か

ら２日以内にその旨を申し出なければならない。 

２）１）の申し出があった場合、（分任）支出負担行為担当官は落札（予定）者が

契約の内容を確実に履行する体制を有しているか否かを確認するための調査を実

施するものとする。 

３）落札（予定）者は調査の実施に協力し、落札決定（予定を含む。）の日から５

日以内（休日を除く。）に必要な書類を提出すること。 

４）２）の調査の結果、業務委託料債権が本契約の履行以外の目的で使用されるお

それがあると認められるときは、契約書案第５条第３項及び第４項を削除して契

約を締結するものとする。 

 

１３．支払い条件 

業務説明書（個別）による。 

 

１４．苦情申し立てに関する事項 

業務説明書（個別）による。 

 

１５．その他の留意事項 

（１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その

他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有

する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績を

もって判断するものとする。 

（３）本業務を受注したコンサルタント（設計共同体の各構成員を含む）及び、本業務

を受注したコンサルタント（設計共同体の各構成員を含む）と資本・人事面等にお

いて関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務（設計共同体による

場合は、各構成員の分担業務）に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負う

ことができない。 
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（４）提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された

旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。 

（５）参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者

の負担とする。 

（６）参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提

案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うこ

とがある。 

また、提出された参加表明書及び技術提案書が以下のいずれかに該当する場合

は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。 

・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合 

・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合 

・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合 

・白紙である場合 

・業務説明書に指示された項目を満たしていない場合 

・発注者名に誤りがある場合 

・発注案件名に誤りがある場合 

・提出業者名に誤りがある場合 

・その他未提出又は不備がある場合 

（７）提出された資料は返却しない。 

（８）提出された参加表明書及び技術提案書は、入札契約手続以外に使用しないものと

し、特定されなかった者が提出した参加表明書及び技術提案書については手続終了

後に、特定された者が提出した参加表明書及び技術提案書については業務完了後に

破棄するものとする。また、技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意

を得るものとする。 

（９）提出期限以降における参加表明書、技術提案書の資料の差し替え及び再提出は認

めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則とし

て変更できない。但し、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむをえない理

由により変更を行う場合には、以下によるものとする。 

【技術提案書の提出者の選定前】 

変更した配置予定技術者の技術点に基づき再度選定を行う。 

【技術提案書の提出者の選定後】 

変更した配置予定技術者の技術点が変更前の配置予定技術者の技術点を下回っ

た場合、提出された技術提案書を無効とする。また、変更した配置予定技術者の技

術点が変更前の配置予定技術者の技術点を上回っていても、特定・非特定時の審査

については変更前の配置予定技術者の技術点に基づき行う。 

（１０）特定された技術提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に適切に反映

するものとする。 

（１１）技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、

業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。 

（１２）電子入札システムにより申請書等の提出及び入札を行う者は、関東地方整備局
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「電子入札運用基準（建設工事及び建設コンサルタント業務等）」を確認のうえ入

札に参加すること。 

なお、電子入札運用基準は関東地方整備局のホームページで公開している。ホー

ムページアドレス：https://www.ktr.mlit.go.jp/nyuusatu/nyuusatu00000026.pdf 

電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く毎

日、９時００分から１８時００分まで稼働している。 

（１３）電子入札システムを利用する場合の事前準備及びシステム操作マニュアルは、

国土交通省電子入札システムホームページの「ご利用ガイド」を参考とすること。 

（１４）障害発生時及び電子入札システム操作時の問い合わせ先は、下記のとおりとす

る。 

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先 

国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話 03-6633-7118 

国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jp 

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先 

取得しているＩＣカードの認証機関 

但し、申請書類、応札等の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、

業務説明書（個別）１．（９）１）へ連絡すること。 

（１５）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通

知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。この確認を

怠った場合には、以降の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受け

る場合がある。 

・参加表明書受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

・参加表明書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・選定（非選定）通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・技術提案書受信確認通知（電子入札システムから自動発行） 

・技術提案書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・特定（非特定）通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。） 

・辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行） 

・辞退届受付票 

・日時変更通知書 

・保留通知書 

・取止め通知書 

（１６）「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて（令和６

年５月９日）付け国会公契第１号、国官技第４６号、国営管第４８号、国営計第１

３号、国営整第１４号、国港総第２７号、国港技第９号、国北予第２号」の７を適

用する場合は、業務説明書（個別）の入札参加者を指名するための基準における評

価が、同等以上のものとする。 

（１７）消費税率については、引渡し時点における消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の施行内容によることとし、必要
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に応じて、引渡し時点における消費税率を適して契約を変更するなどの対応を行う

こととする。 

（１８）押印省略 

契約手続きで使用する様式（契約書及び契約締結を委任する委任状を除く）を紙

で 提出する場合にあっては、「印」を記載している様式であっても、「本件責任

者及び担当者の氏名及び連絡先（連絡先は２以上）」を明記することにより押印を

省略して差し支えない。なお、２以上の様式で押印を省略する場合で、押印省略に

係る必要事項の記載内容が同一の場合は「様式○と同じ」と記載すること等により、

２つ目以降の連絡先等の記載を省略することができる。 

（１９）「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推

進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 

 

 

（注１） 「特殊法人」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令

第１条に示す以下のものをいう。 

・国際空港(株)：新関西、成田 

・高速道路(株)：東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神 

・中間貯蔵・環境安全事業(株) 

・沖縄科学技術大学院大学学園 

・日本中央競馬会 

・国立研究開発法人 

 宇宙航空研究開発機構、科学技術振興機構、情報通信研究機構、 

 日本原子力研究開発機構、森林研究・整備機構 

・独立行政法人 

 空港周辺整備機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、国際協力機構、 

 国立科学博物館、国立高等専門学校機構、国立女性教育会館、 

 国立青少年教育振興機構、国立美術館、国立文化財機構、 

 自動車事故対策機構、中小企業基盤整備機構、 

 鉄道建設・運輸施設整備支援機構、都市再生機構、日本学生支援機構、 

 日本芸術文化振興会、日本高速道路保有・債務返済機構、 

 日本スポーツ振興センター、水資源機構及び労働者健康安全機構 

（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第２条か

ら第３条に示す独立行政法人を含む） 

・国土交通省所管のその他の国立研究開発法人、独立行政法人 

・地方共同法人日本下水道事業団 

・国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等 

 

（注２） 「地方公共団体」とは地方自治法第１条の３に規定する以下のものをいう。 

・普通地方公共団体 
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 都道府県、市町村 

・特別地方公共団体 

 特別区、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団 

 

（注３） 「地方公社」とは、以下のものをいう。 

・地方道路公社法に基づく「道路公社」 

・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公

社」 

・地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」 

 

（注４） 「公益法人」とは、次のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立

された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法

人。 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、

平成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記

をしていない法人（特例社団法人又は特例財団法人）。 

 

（注５） 「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、以下のものをいう。 

鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、 

電気通信会社、注１～注４及び上記公益民間企業が設置した研究機関 

 

（注６） 「業務成績評定」とは、注８における「業務評定点」と「技術者評定点」を総称

していう。 

 

（注７） 「国交省等」とは、以下のものをいう。 

各地方整備局、北海道開発局、国土地理院、国土技術政策総合研究所、内閣

府沖縄総合事務局開発建設部（いずれも農水、漁港、港湾空港関係を除く） 

 

（注８） 「地整成績評定要領等」における「これらと同等の成績評定要領」とは、注７の

発注機関が採用する「地方整備局成績評定要領」及びそれに準じた成績評定要領

をいう。 

また、「国土地理院請負測量業務成績評定要領」における職務上の「担当技術者」

は技術者評定点の対象とせず、「作業班長」を「地方整備局成績評定要領」にお

ける「担当技術者」に読み替えて扱う。 

 

（注９） 「事業促進ＰＰＰ業務」とは、発注者と事業促進ＰＰＰ（Public Private 

Partnership）の受注者が一体となり、事業に関するマネジメントを行う業務を指

す 。 な お 、 国 土 交 通 本 省 の ホ ー ム ペ ー ジ で ガ イ ド ラ イ ン を 公 開

（https://www.mlit.go.jp/tec/nyusatukeiyaku.html）している。 
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（注１０） 「国土交通省所管」とは、以下のものをいう。 

各地方整備局、北海道開発局、国土地理院、国土技術政策総合研究所、内閣府沖

縄総合事務局開発建設部
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別添１ 試行の概要 

 

マネジメント経験の実績を評価する試行 

 

１．概 要 

配置予定の管理（主任）技術者が、国交省等発注業務の業務成績評定を有していない

場合、本業務と同一業種区分の業務をマネジメントした経験を有していれば、管理（主

任）技術者の業務成績評価において、配点ウエイト６０％（例：３０点満点の場合は１

８点）の加点を行う。 

【同種・類似業務をマネジメントした立場】 

① 建設コンサルタント登録規程第３の一に該当する本業務の業務（入札）説明書（個

別）に記載する部門の技術管理者。 

② 地質調査業者登録規程第３条の一に該当する技術管理者。 

③ 地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領第６に該当する主任調査員相当

以上の者。（建設コンサルタント業務におけるマネジメント経験の実績証明につい

て：https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000061.html） 

④ 関東地方整備局発注の事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者。ただし、指導実績証明

書の発行を受けており、実績の技術者評定点（複数ある場合は、その平均点）が発

注業務の業種区分における業務成績評価区分の①から③の範囲内であるものに限

る。 

 

２．試行対象業務 

  プロポーザル方式及び総合評価落札方式（標準型、簡易型）で発注する土木関係建設

コンサルタント業務、地質調査業務を対象とする。 

 

３．評価対象業務実績 

配置予定の管理(主任)技術者に求める評価対象業務実績は、令和３年度以降令和６年

度末までに完了した本業務と同一業種区分の国土交通省発注の業務実績を１件確認で

きること。ただし、その業務はテクリスで確認できなくてはならない。 

  評価対象業務実績を有する場合は、マネジメントした実務経験を証明する以下の資料

を参加表明書に添付すること。 

【建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程による技術管理者の場合】 

各登録規程で定められた以下のア）又はイ）とする。 

ア）現況報告書の表紙（様式第１６号イ。受付印のあるもの）及び技術管理者の登

録部門・氏名の記載がある部分（様式第１６号ホ）の写し。 

イ）変更届出書の表紙（様式第１９号。受付印のあるもの）及び技術管理者証明書

（様式第５号）の写し。 

ただし、現況報告書又は変更届出書の申請日が、様式－３⑥及び⑦に記載した業務

の履行期間と同一年度のものであること。（複数年度の業務であった場合は、それぞ
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れの年度に申請した現況報告書又は変更届出書の写しを添付すること。） 

【主任調査員相当以上の場合】 

委託業務調査職員命令書（通知書を含む）又は各発注機関が発行した職務経験証明

等の写し。 

【事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者の場合】 

各発注機関が発行した指導実績証明書の写し。複数の実績がある場合は、全て添付

すること。 

 

４．業務成績評価における他の試行との共通事項（重要） 

業務成績評価に関する評価の優先順位は以下のとおりとし、優先順位の高い実績があ

る者が、優先順位の低い実績で参加しようとした場合は、評価しない。 

また、複数の試行を活用した参加の場合は、評価しない。 

【評価の優先順位】 

① 国交省等発注の業務実績（原則） 

② マネジメント経験の実績（マネジメント経験の実績を評価する試行） 
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別添２ 

 

長期休業に伴う技術者実績等の評価期間 

     

１．長期休業に伴い技術者実績等の評価対象期間の延長を申請する場合は、様式－１②に

必要事項を記載し、参加表明書とともに提出すること。 

     

２．長期休業の取得によって、評価対象期間が延長される旨の参加表明書等をもって指名

又は選定された者については、入札・契約手続きの公正性を確保するため、当該休業の

事実を確認できる賃金台帳等（賃金台帳、休業取得の申し出に関する書面等の写し）の

提示を求めることがある。 

なお、公正性確保のための事実確認に協力しない場合は、参加表明書及び技術提案書

を無効とするとともに、指名停止等を行うことがある。 

   

３．長期休業の取得により、評価対象期間の延長を申請することができる評価項目は以下

のとおりとする。 

 また、長期休業を取得していることにより、評価対象期間を延長する場合は、「業務

経験・業務実績（同種又は類似の業務の実績）」、「専門技術力・業務成績（平均技術

者評定点）」及び「専門技術力・優良表彰」の評価対象期間について全て延長すること

とし、個別の延長は認めない。 

 

 （１）管理（主任）技術者の経験及び能力 

        ① 業務経験・業務実績（同種又は類似業務の実績） 

        ② 専門技術力・業務成績（平均技術者評定点） 

        ③ 専門技術力・優良表彰 

 （２）照査技術者の経験及び能力【照査技術者を求める場合】 

        ① 業務経験・業務実績（同種又は類似業務の実績） 

        ② 専門技術力・業務成績（平均技術者評定点） 
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【評価対象期間の延長に関する考え方】 

 
 

R7 R6 R5 R4 R3 R2

H27 H26

【例２】
　専門技術力・業務成績（平均技術者評定点）及び優良業務表彰の評価対期間
　（８月切り替え）

公示日

【例１】
　業務経験・業務実績（同種又は類似業務の実績）の評価対象期間
　（４月切り替え）

公示日

評価対象期間（過去１０年＋当該年度の公示日まで）

R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2～　H28

出産・育児等
による休業①

２１０日

出産・育児等
による休業②

１９０日

長期休業の取得によ
り、評価対象期間を
２ヶ年延長

評価対象期間内に通算４００日の休業を所得。

４００日÷３６５日/年 ＝ １．１年 （年単位に切り上げることから評価期間を２年延長する。）

評価対象期間を
１ヶ年延長

評価対象期間＝過去４年間

出産・育児等
による休業①
２１０日

出産・育児等
による休業②

１９０日

（令和３年度以降 令和６年度までに完了した業務）

９０日 １００日
評価対象外期間の
休業取得日数は加
算対象としない。

評価対象期間内に通算３１０日の休業を所得。

３１０日÷３６５日/年 ＝ ０．８５年 （年単位に切り上げることから評価期間を１年延長する。）


